
 
 

１ 変更の届出 

指定障害福祉サービス事業者等は、次に掲げる事項に変更があった場合、変更の日から 10 日                                                 

以内に横浜市に届け出る義務があります。（例：変更日４月１日の場合、４月10日までに申請） 

変更の届出に当たっては、必要な添付書類を変更届出書（第５号様式）に添付して電子申請して                                                   

ください。なお、合わせて情報公表システムでも公表内容の変更の承認申請をしてください。特に 

☆印の項目に変更があった場合は、「障害福祉サービス等情報公表システム法人ID発行依頼票/事業 

所情報追加（変更/削除）依頼票」を提出してください。 

【電子申請】 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/05bb00c2-4afc-46ad-92ae-e3512d502f0d/start 

（ネット検索も可能です。「横浜市電子申請・届出システム」より「手続き一覧（事業所向 

け）」からキーワード等で検索ください。『（指定障害福祉サービス等事業者）変更届・廃止                                                

届・休止届・再開届』） 

【情報公表システムのアドレス】 

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/ 

（※）グループホームの住居追加や定員増加について 

「住居追加及び定員増加をしたい月」の前々月15日までに障害施設サービス課共同生活援助担当                                                   

に事前相談を行ってください。そちらでの確認及び必要書類の提出が完了しましたら、必要な添付

書類を変更届出書（第５号様式）に添付して、変更の前月15日 （土曜・日曜・祝日の場合はその

前営業日）までに障害施策推進課まで届け出てください。（例：変更日10月１日の場合、８月15日

までに障害施設サービス課に事前相談、９月15日までに変更届を申請） 

 

必要書類一覧表（必ず変更届出書（第５号様式）も提出ください。） 

 変更の届出を要する事項 必要な添付書類（変更後のもの） 備 考 

１☆ 事業所（施設）の名称 運営規程  

２☆ 事業所（施設）の所在地 

（設置の場所） 

※グループホームの共同生活住居

追加及び定員増加の場合もこちら

に該当します。 

※定員の増加に関係しない従た

る事業所の追加の場合もこちら

に該当します。定員が増加する

場合は「２指定変更の申請」を 

ご覧ください。 

運営規程 電話番号、ＦＡＸ番号も変更になっ 

ている場合は、変更届に記載してくだ

さい。 

事業所・施設の平面図（参考様式１） 

居室面積等一覧表（参考様式２） 

 事業所の設備・備品の一覧（参考様式３） 共同生活住居の追加の場合は 

「介護給付費に係る体制等に関する

届出書」も別途、変更の前月15日ま

でに申請してください。 

表札・看板、外観、机等が設置された状態の内

部、鍵付き書庫、消防設備、ポスト（郵便受け

）の写真 

建物賃貸借契約書の写し 

 各付表  

３☆ 申請者の名称 

（申請法人の名称） 

登記事項証明（履歴事項全部証明書） 登記事項証明（履歴事項全部証明 

書）は必ず原本のスキャンデータを

申請してください。 

運営規程 

   複数の事業所がある場合は、登記事 

項証明（履歴事項全部証明書）は１

部の添付でかまいません。 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/05bb00c2-4afc-46ad-92ae-e3512d502f0d/start
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/


 変更の届出を要する事項 必要な添付書類（変更後のもの） 備 考 

４☆ 主たる事務所の所在地 

（法人の所在地） 

登記事項証明（履歴事項全部証明書） 登記事項証明（履歴事項全部証明 

書）必ず原本のスキャンデータを

申請してください。 

複数の事業所がある場合は、登記

事項証明（履歴事項全部証明書）

は１部の添付でかまいません。 

電話番号、ＦＡＸ番号も変更になっ

ている場合は、変更届に記載してくだ

さい。 

５☆ 代表者の氏名および住所 

（法人の代表者） 

登記事項証明（履歴事項全部証明書） 

※役員等名簿（参考様式９別紙） 

登記事項証明（履歴事項全部証明 

書）は必ず原本のスキャンデータ

を申請してくさだい。 

複数の事業所がある場合は、登記

事項証明（履歴事項全部証明書）

は１部の添付でかまいません。 

※役員以外から新たに代表者になる

場合のみ、役員等名簿を申請くださ

い。 

６ 登記事項証明書又は条例等（当該 

指定に係る事業に関するものに限

る） 

登記事項証明（履歴事項全部証明書） 登記事項証明（履歴事項全部証明 

書）は必ず原本のスキャンデータ                

を申請してください。 

   複数の事業所がある場合は、登記

事項証明（履歴事項全部証明書）

は１部の添付でかまいません。 

７ 事業所（施設）の平面図および設

備の概要 

事業所・施設の平面図（参考様式１）  

居室面積等一覧表（参考様式２） 

事業所の設備・備品の一覧（参考様式３） 

机等が設置された状態の事業所内部の写真 

８☆ 事業所（施設）の管理者の氏名お 

よび住所 

経歴書（参考様式４） 複数の事業所がある場合は、役員 

等名簿は１部の添付でかまいま 管理者誓約書 

 ※既に登録済の方が住所のみ変更

をする場合は、経歴書の添付のみ

していただければ大丈夫です。 

役員等名簿（参考様式９別紙） せん。 



 変更の届出を要する事項 必要な添付書類（変更後のもの） 備 考 

９ 事業所のサービス提供責任者の 

氏名および住所 

経歴書（参考様式４） 実務経験証明書は必ず原本のスキ 

ャンデータを申請してください 

 
※既に登録済の方が住所のみ変

更をする場合は、経歴書の添付

のみしていただければ大丈夫で

す。 

 ※１次の①及び②に該当する者に

変更する場合は、各研修の修了証

の写しが必要です。 

① 行動援護のサービス提供責任 

者 

   ② 同行援護のサービス提供責任 

者 

   ※２次の①及び②に該当する者に

変更する場合は、実務経験証明書 

が必要です。 

   ① 行動援護のサービス提供責任 

者 

   

② 居宅介護・重度訪問介護・同 

行援護のサービス提供責任者で資

格がヘルパー２級 

資格証明書の写し 

※１各研修の修了証の写し 
 

  ※２実務経験証明書  

10 サービス管理責任者（相談支援専 

門員）の氏名および住所 

経歴書（参考様式４） 実務経験証明書は必ず原本のスキ 

ャンデータを申請してください 各研修の修了証の写し 

 ※既に登録済の方が住所のみ変更

をする場合は、経歴書の添付のみ

していただければ大丈夫です。 

実務経験証明書 ※実務経験+有資格により要件を

満たす場合は、当該資格証明書の

写しが必要です。 

※資格証明書の写し 

11 主たる対象者 運営規程  

主たる対象者を特定する理由等（参考様式 

８） 

12 運営規程 

（定員変更も運営規程の変更に

なります。生活介護、就労継続支

援 A 型・Ｂ型、障害者支援施設の

定員変更に関しては「２．変更の

申請」を参照） 

運営規程 定員変更に伴う職員体制の変更が

ある場合は必要です。 

また、定員変更の場合は「介護給

付費に係る体制等に関する届

出書」も別途、変更の前月15日ま

でに申請してください。 

※勤務体制一覧表（別紙２） 

※組織体制図（参考様式７） 

13 事業所の種別（併設型・空床型の

別） 

運営規程  

14 併設型における利用定員数、また

は空床型における当該施設の入 

所の定員 

運営規程  

15 協力医療機関の名称および診療

科名並びに協力医療機関との契 

約内容 

協力医療機関との契約の内容（参考様式 10）  



 変更の届出を要する事項 必要な添付書類（変更後のもの） 備 考 

16 障害者支援施設等との連携体制

および支援の体制の概要 

指定障害者支援施設等との連携体制及び支援

の体制の概要（参考様式 11） 

 

17 当該申請に係る事業の開始予定 

年月日 

（特になし）  

18 併設する施設がある場合の当該 

併設施設の概要 

併設施設の変更が分かる書類  

19 同一敷地内にある入所施設およ 

び病院の概要 

入所施設および病院の変更が分かる書類  

20 役員の氏名および住所 役員等名簿（参考様式９別紙） 変更に係る役員等のみ 

複数の事業所がある場合は、役員

等名簿は１部の添付でかまいま 

せん。 

21 指定地域相談支援の提供にあた 

る者の氏名および住所 

経歴書  

22 利用者又はその家族からの苦情を

解決するために講ずる措置の概要 

利用者（入所者）又はその家族からの苦情を解

決するために講ずる措置の概要（参考様式６） 

 



２ 指定変更の申請 ※申請を行う前に、必ず障害施設サービス課に事前にご相談ください。 

(1) 生活介護事業所、就労継続支援Ａ型事業所、就労継続支援Ｂ型事業所の定員増 

生活介護事業所、就労継続支援Ａ型事業所及び就労継続支援Ｂ型事業所が、利用定員を増や

す場合は「指定変更申請」となります。指定変更申請書に必要書類を添付して、変更の前月 15 日（土

曜・日曜・祝日の場合はその前営業日）までに申請 してください。 

なお、指定変更申請については、横浜市障害者プランとの整合性を図った結果、場合によっ

ては変更指定をしないことができるとされています（障害者総合支援法第 37 条第２項により準 

用する同法第 36 条第 5 項）。 

必要な添付書類（変更後のもの） 備 考 

事業所の名称および設置
の場所 

 

指定変更申請書に記載欄が

あります。 

 

 
 

「介護給付費等算定に係る

体制等に関する届出書」も

別途、変更の前月15日まで

に申請してください。 

申請者の名称（申請法人 
の名称） 

主たる事業所の所在地 

代表者の氏名および住所 

事業所・施設の平面図（参考様式１） 

居室面積等一覧表（参考様式２） 

事業所の設備・備品の一覧（参考様式３） 

運営規程 

勤務体制一覧表（別紙 2-2） 

組織体制図（参考様式７） 

各付表 

 
(2) 障害者支援施設の昼間実施サービス種類の変更等 

障害者支援施設の昼間実施サービスについて、以下の事項の変更をする際は、「指定変更申

請」となります。指定変更申請書とともに、添付書類を添付して、変更の前月 15 日（土曜・日                                                

曜・祝日の場合はその前営業日）までに申請 してください。 

① 昼間実施サービスの種類の変更 

② 入所定員（生活介護に係るものに限る）の増加 

なお、指定変更申請については、横浜市障害者プランとの整合性を図った結果、場合によっ

ては変更指定をしないことができるとされています（障害者総合支援法第 39 条第２項により 

準用する同法第 38 条第３項）。 

必要な添付書類（変更後のもの） 備 考 
事業所の名称および設置 
の場所 

 

指定変更申請書に記載欄が
あります。 

 

 

 

 
「介護給付費等算定に係る
体制等に関する届出書」も
別途、変更の前月15日まで
に申請してください。 

申請者の名称（申請法人
の名称） 
主たる事業所の所在地 

代表者の氏名および住所 

事業所・施設の平面図（参考様式１） 

居室面積等一覧表（参考様式２） 

事業所の設備・備品の一覧（参考様式３） 

机等が設置された状態の事業所内部の写真 

利用者の推定数（付表に記載します） 
運営規程 
勤務体制一覧表（別紙 2-2） 
組織体制図（参考様式７） 

変更するサービスの付表 



３ 各種加算・減算の算定に変更がある場合の手続き 

各種加算・減算を新たに算定する場合、算定が終了する場合、または加算・減算の種類が変更 に

なる場合は、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」の申請が必要です。 

毎月 15 日（土曜・日曜・祝日の場合はその前営業日）までに届出（※）があった場合、翌月から                                                   

適用 になります（加算される場合）が、16 日以降の届出に関しては、翌々月からの適用になります。 

ただし減算になる場合は、15 日以降の届出でも、減算発生月からの適用となります。 

※４月１日から適用（変更）する場合のみ、届出期間が異なりますので御注意ください。 

 
４ 福祉・介護職員処遇改善（特別）加算の算定に係る手続き 

加算を取得する場合は、「福祉・介護職員処遇改善（特別）加算届出書等」の申請が必要です。

加算を取得する月の前々月末（土曜・日曜・祝日の場合はその前営業日）までに届出 （※）が 

あった場合、翌々月から適用になります。 

※４月１日から適用（変更）する場合のみ、届出期間が異なりますので御注意ください。 

 
５ 事業の廃止・休止・再開等 

(1)  指定障害福祉サービス事業者等が事業を廃止・休止・再開（施設の場合においては指定

の辞退）を行う場合は、事前に事業所管課に御連絡をした上で、届け出る必要がありま 

す。 

サービス種別 所管課 連絡先 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動 

援護 

障害自立支援課 

居宅サービス担当 
045-671-2402 

療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行 

支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ

型、就労定着支援、施設入所支援 

障害施設サービス課

施設等運営支援係 

 
045-671-3607 

短期入所 障害施設サービス課 

地域施設支援係 
045-671-2416 

共同生活援助 障害施設サービス課 

施設等運営支援係 
045-671-3565 

計画相談支援、自立生活援助、地域移行支 

援、地域定着支援 

障害施策推進課 

相談支援推進係 
045-671-4133 

(2)  休止期間は最長１年としてください。また、期間が終了した後、継続して休止する場

合、再度届出が必要となります。 

(3)  廃止又は休止を行う際、現に利用者がいる場合については、「（別添）廃止・休止に伴

う利用者の措置」を必ず添付してください。 

(4) 情報公表システムについては、横浜市で入力しますので作業不要です。 
 

 届出の内容 申請期限 備 考 

・指定障害福祉サ

ービス事業者 

・指定一般相談支

援事業者 

・指定特定相談支

援事業者 

廃止、休止 廃止、休止の日

の１か月前 

現に利用者がいる場合については、「（別

添）廃止・休止に伴う利用者の措置」も 

あわせて申請ください。 

再開 再開の日から 10 

日以内 

再開する場合で、勤務体制、勤務形態が

休止前と異なる場合は組織体制図（参考

様式７）、勤務体制一覧表（別紙２）を添 

付してください。 

指定障害者支援施 

設 

指定の辞退 指定を辞退する 

日の３か月前 

 



 

【提出先】 

電子申請 
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/05bb00c2-4afc-46ad-92ae-e3512d502f0d/start 

（ネット検索も可能です。「横浜市電子申請・届出システム」より「手続き一覧（事業所向 

け）」からキーワード等で検索ください。『（指定障害福祉サービス等事業者）変更届・廃止 

届・休止届・再開届』） 

【各届出等の問合せ先】 

横浜市健康福祉局障害施策推進課 

メール：kf-syotaisei@city.yokohama.lg.jp（※提出先ではありませ

ん） 
電話：045-671-3601 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/05bb00c2-4afc-46ad-92ae-e3512d502f0d/start
mailto:kf-syotaisei@city.yokohama.lg.jp
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